
損金
算入

【寄付金損金算入のしくみ】

● 法人税を軽減させる「寄付金損金算入枠」が、通常の約３～５倍に。

● 一般枠と特別枠の合計額まで損金にできる。

● 営利法人に限らず、NPOなど非営利法人も利用可能。

6.25万円5万円
10万円

企業の社会貢献を応援！

認定NPO法人
A

社会福祉法人
B

更正保護法人
C

資本金　　　1,000 万円
所得金額　　  500 万円
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特別枠

合　計 21.25万 37.5万

一般枠

【損金算入限度額の計算式・試算例】

資本金等がある法人（会社・組合等）
例）資本金：1,000万　所得金額：500万

資本金等がない法人（NPO法人等）
例）所得金額：500万

500万×1.25%＝6.25万

所得金額 ×1.25%

500万×6.25%＝31.25万

所得金額 ×6.25%

（1,000万×0.25%＋500万×2.5%）×　 ＝ 3.75万4
1

（　  　　　　　　　　　　　　　　　  ）×＋ 4
1

資本金等 ×0.25% 所得金額 ×2.5%

（ 　  　　　　　　　　　　　　　　　　） 2
1

資本金等 ×0.375% 所得金額 ×6.25%

特別枠で算入しきれ
ない分は一般枠で
算入できるよ！

¥
¥ ¥

計21.25万円を寄付

減税
最大約3割の 減税額は条件に

よって異なるよ～！

一般　　　　 3.75 万円
特別　　　　 17.5 万円
合計　　　   21.25 万円

〈損金算入枠〉

ポイント

ある企業の例

認定NPO法人等への寄付金は、一般枠と特別枠を合わせて
年間で合計21.25万円まで損金算入できることになります！

×＋

（1,000万×0.375%＋500万×6.25%）×　 ＝ 17.5万2
1

※NPO法人や一般社団・財団法人への寄付も「一般枠」の範囲では損金算入できます。

認定NPO法人
更正保護法人学校法人一般社団・財団法人NPO法人
社会福祉法人公益社団・財団法人仮認定NPO法人

※
この法人への
寄付が対象

法人税等



1. 認定・仮認定NPO法人に寄付し、領収書をもらう

2. 法人税の確定申告で「別表十四（二）」に記載

3. 「適用額明細書」も忘れず記載

4. 特別損金算入枠が適用され法人税が最大約３割軽減！

※決算・申告期限までに届かない場合は団体に問い合わせましょう。
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条件・注意点

《特定公益増進 認定特定非営利活動法人

法人税

軽減

一般枠＋特別枠をフル活用!

認定NPO法人企業

寄付

領収書

http ://www.npoweb.jp/
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